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 ２ 交流拠点等の整備に対する支援 

２ 交流拠点等の整備に対する支援 担当府省庁 

(１)新しい地方経済・生活環境創生交付金 

（第２世代交付金：拠点整備事業） 

内閣官房・ 

内閣府 

(２)地域再生支援利子補給金 内閣府 

(３)都市再生整備計画事業 

 （社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金） 
国土交通省 

(４)都市構造再編集中支援事業 国土交通省 

(５)スモールコンセッション（先導的官民連携支援事業） 国土交通省 
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＜特定地域再生支援事業＞ 

・地域住民の交通手段確保のためのコミュニティバス、デマンドバス等の取得 

・スポーツ施設など、地域住民の健康増進のための施設等の整備 

・高年齢者向け住宅、子育て支援施設、生活支援サービス拠点等の福祉施設の整 

 備 

・風力発電、太陽光発電、バイオマス燃料等の施設・設備の整備、グリーンビル 

 ディングの新設等 

・遊休施設の活用 
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